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5）法学研究68巻5号（’95

〔
最
高
裁
民
訴
事

平
六
－
（
搬
額
講
八
巻
）

り伊

研
究
一
三
八
〕

　
固
有
必
要
的
共
同
訴
訟
に
お
け
る
共
同
被
告
の
一
部
に
対
す
る
訴
え
の

取
下
げ
の
効
力

　
遺
産
確
認
請
求
事
件
（
平
成
六
・
一
・
二
五
第
三
小
法
廷
判
決
）

〔
事
　
実
〕

　
訴
外
A
の
死
亡
に
よ
り
、
そ
の
妻
脇
の
ほ
か
兄
B
及
ひ
妹
脇
の
三
名
が
共
同

相
続
人
と
し
て
A
の
遺
産
を
相
続
し
た
。
A
死
亡
後
六
年
を
経
過
し
て
か
ら
B

も
死
亡
し
た
た
め
、
B
の
遺
産
に
つ
い
て
、
B
の
妻
L
、
B
の
長
男
磧
、
長
女

積
、
次
男
瓦
及
び
三
男
脇
に
相
続
権
が
発
生
し
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い

て
、
凡
及
び
ル
は
、
積
な
い
し
脇
と
の
間
で
第
一
審
判
決
添
付
目
録
の
各
財
産

が
亡
A
の
遺
産
に
属
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
争
い
が
生
じ
た
た
め
、
遺
産
分
割

の
協
議
が
で
き
な
い
と
し
て
、
瓦
を
第
一
審
原
告
選
定
当
事
者
と
し
て
、
積
ら

を
第
一
審
被
告
と
し
て
当
該
財
産
が
亡
A
の
遺
産
に
属
す
る
こ
と
の
確
認
を
求

め
る
訴
え
を
提
起
し
た
。
積
ら
は
、
本
件
各
財
産
が
亡
A
の
遺
産
に
属
す
る
点

に
つ
い
て
は
争
わ
ず
、
当
該
財
産
に
つ
い
て
も
遺
産
分
割
か
終
了
し
て
い
る
旨

を
述
べ
た
。
な
お
瓦
は
第
一
審
に
お
い
て
騰
な
い
し
脇
に
対
す
る
訴
え
を
取
下

け
る
旨
の
書
面
を
提
出
し
て
い
る
。
ま
た
瓦
は
積
を
相
手
に
右
財
産
の
一
部
に

つ
い
て
本
件
訴
訟
と
同
一
内
容
の
別
訴
を
提
起
し
て
い
る
と
い
う
事
情
が
あ
っ

〔
判「

た
。　

第
一
審
は
、
別
訴
の
点
に
つ
い
て
二
重
起
訴
に
該
当
す
る
こ
と
を
判
示
し
つ

つ
、
右
の
訴
え
の
取
下
げ
を
有
効
な
も
の
と
判
断
し
た
上
で
、
本
件
各
財
産
の

遺
産
へ
の
帰
属
に
つ
い
て
㌔
ら
が
争
っ
て
い
な
い
こ
と
を
も
っ
て
、
X
と
残
余

の
被
告
で
あ
る
㌔
及
び
脇
の
み
を
判
決
の
名
宛
人
と
し
て
、
本
件
訴
え
を
訴
え

の
利
益
な
し
と
し
て
却
下
し
た
。
X
か
ら
控
訴
が
提
起
さ
れ
た
。

　
凡
は
控
訴
審
に
お
い
て
請
求
の
趣
旨
を
本
件
財
産
が
亡
A
の
遺
産
分
割
前
の

遺
産
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
求
め
る
旨
に
訂
正
し
た
。
原
審
は
、
瓦
の
訴
え
を

本
件
財
産
に
つ
い
て
遺
産
分
割
が
な
お
未
了
で
あ
っ
て
、
現
在
も
な
お
共
同
相

続
人
全
員
の
共
有
状
態
に
あ
る
こ
と
の
確
認
を
求
め
て
い
る
趣
旨
の
訴
え
と
し

て
理
解
し
、
さ
ら
に
こ
の
よ
う
な
遺
産
確
認
の
訴
え
が
共
同
相
続
人
全
員
が
当

事
者
と
し
て
関
与
し
、
そ
の
間
で
合
一
に
の
み
確
定
す
る
こ
と
を
要
す
る
い
わ

ゆ
る
固
有
必
要
的
共
同
訴
訟
で
あ
る
と
こ
ろ
、
第
一
審
に
お
い
て
脇
な
い
し
脇

に
対
す
る
訴
え
の
取
下
げ
が
な
さ
れ
た
結
果
、
共
同
訴
訟
人
全
員
が
当
事
者
と

し
て
関
与
す
る
も
の
て
は
な
く
な
っ
て
い
る
か
ら
、
不
適
法
で
あ
る
と
判
断
し
、

本
件
訴
え
を
却
下
し
た
第
｝
審
判
決
を
正
当
と
し
て
、
㌔
及
び
脇
の
み
を
被
控

訴
人
と
し
て
控
訴
を
棄
却
し
た
。
凡
か
ら
上
告
が
提
起
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
告
認
容

旨
〕

上
告
人
の
理
由
第
一
点
に
つ
い
て

（
原
審
の
取
り
扱
い
を
確
認
し
た
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部
分
で
あ
り
、
省
略
す
る
。
）

二
　
し
か
し
な
が
ら
、
原
審
の
右
判
断
は
首
肯
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

そ
の
理
由
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
共
同
相
続
人
間
に
お
け
る
遺
産
確
認
の
訴
え
は
、
共
同
相
続
人
全
員
が

当
事
者
と
し
て
関
与
し
、
そ
の
間
で
合
一
に
の
み
確
定
す
る
こ
と
を
要
す

る
い
わ
ゆ
る
固
有
必
要
的
共
同
訴
訟
と
解
す
べ
き
と
こ
ろ
（
最
高
裁
昭
和

六
〇
年
（
オ
）
第
七
二
七
号
平
成
元
年
三
月
二
八
日
第
三
小
法
廷
判
決
・

民
集
四
三
巻
三
号
一
六
七
頁
参
照
）
記
録
に
よ
れ
ば
、
亡
A
は
昭
和
五
〇

年
三
月
二
六
日
に
死
亡
し
、
そ
の
遺
産
を
妻
で
あ
る
被
上
告
人
胎
、
兄
で

あ
る
B
及
び
妹
で
あ
る
脇
が
共
同
相
続
し
、
そ
の
後
、
B
が
昭
和
五
六
年

八
月
三
日
に
死
亡
し
、
そ
の
遺
産
を
妻
で
あ
る
選
定
者
L
、
長
男
で
あ
る

協
、
長
女
で
あ
る
濫
、
次
男
で
あ
る
上
告
人
及
び
三
男
で
あ
る
昭
が
共
同

相
続
し
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
上
告
人
の
主
張
に
よ
れ
ば
、

亡
A
の
遺
産
に
つ
い
て
遺
産
分
割
が
未
了
で
あ
り
、
上
告
人
、
選
定
者
瓦
、

被
上
告
人
両
名
及
び
脇
ら
三
名
の
合
計
七
名
が
そ
の
共
同
相
続
人
（
共
同

相
続
人
の
相
続
人
を
含
む
。
以
下
同
じ
）
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、

上
告
人
の
本
件
訴
え
は
、
共
同
相
続
人
全
員
を
当
事
者
と
し
て
提
起
さ
れ
、

第
一
審
裁
判
所
に
係
属
し
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
上
告
人
は
、
本
件
訴
え
が
右
の
と
お
り
適
法
に
係
属
し
た

後
に
、
協
ら
三
名
に
対
す
る
訴
え
の
取
下
げ
を
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ

の
よ
う
な
固
有
必
要
的
共
同
訴
訟
の
係
属
中
に
し
た
共
同
被
告
の
一
部
に

対
す
る
訴
え
の
取
下
げ
は
、
効
力
を
生
じ
な
い
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

け
だ
し
、
い
わ
ゆ
る
固
有
必
要
的
共
同
訴
訟
に
お
い
て
は
、
共
同
訴
訟
人

全
員
に
つ
い
て
判
決
に
よ
る
紛
争
の
解
決
が
矛
盾
な
く
さ
れ
る
こ
と
が
要

請
さ
れ
る
が
故
に
、
共
同
相
続
人
全
員
が
当
事
者
と
し
て
関
与
す
る
こ
と

が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
訴
訟
の
係
属
中
に
一
部
の

者
に
対
し
て
す
る
訴
え
の
取
下
げ
の
効
力
を
認
め
る
こ
と
は
、
右
訴
訟
の

本
質
と
相
い
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
（
最
高
裁
昭
和
四
二
（
オ
）
第
五
三
五

号
同
四
六
年
一
〇
月
七
日
第
一
小
法
廷
判
決
・
民
集
二
五
巻
七
号
八
八
五

頁
参
照
）
。

三
　
し
た
が
っ
て
、
上
告
人
の
脇
ら
三
名
に
対
す
る
訴
え
の
取
下
げ
を
有

効
と
判
断
し
た
原
判
決
及
び
第
一
審
判
決
に
は
、
法
令
の
解
釈
適
用
を
誤
っ

た
違
法
が
あ
り
、
そ
の
余
の
上
告
理
由
に
つ
い
て
判
断
す
る
ま
で
も
な
く
、

原
判
決
は
破
棄
を
免
れ
ず
、
第
一
審
判
決
も
取
り
消
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る

か
ら
、
本
件
を
京
都
地
方
裁
判
所
に
差
し
戻
す
こ
と
と
す
る
。

　
よ
っ
て
、
民
訴
法
四
〇
八
条
、
三
九
六
条
、
三
八
六
条
、
三
八
八
条
に

従
い
、
裁
判
官
全
員
一
致
の
意
見
で
、
主
文
の
と
お
り
判
決
す
る
。
」

〔
評
　
釈
〕

｝
　
判
旨
に
賛
成
す
る
。
判
旨
は
、
「
固
有
必
要
的
共
同
訴
訟
の
係
属
中

に
し
た
共
同
被
告
の
一
部
に
対
す
る
訴
え
の
取
下
げ
は
、
効
力
を
生
じ
な

い
」
と
述
べ
て
い
る
。
判
旨
は
、
共
同
相
続
人
間
に
お
け
る
遺
産
確
認
の

訴
え
を
固
有
必
要
的
共
同
訴
訟
と
す
る
旨
の
従
来
の
最
判
に
依
拠
し
つ
つ
、

さ
ら
に
固
有
必
要
的
共
同
訴
訟
に
お
け
る
共
同
原
告
の
一
人
が
取
り
下
げ

た
訴
え
の
効
力
に
関
す
る
従
来
の
最
判
の
立
場
を
共
同
被
告
の
一
部
に
対

す
る
訴
え
の
取
下
げ
の
場
面
に
及
ぼ
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

二
　
最
高
裁
は
、
ま
ず
昭
和
六
二
年
の
判
決
に
よ
っ
て
初
め
て
遺
産
確
認
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の
訴
え
の
適
法
性
を
肯
定
し
、
次
い
で
本
件
判
旨
引
用
の
平
成
元
年
の
判

（
2
）

決
に
お
い
て
か
か
る
訴
え
が
固
有
の
必
要
的
共
同
訴
訟
に
属
す
る
旨
を
宣

明
し
て
い
る
。

　
学
説
上
は
、
一
般
的
に
固
有
の
必
要
的
共
同
訴
訟
の
範
囲
及
び
根
拠
に

つ
い
て
は
議
論
が
あ
る
が
、
遺
産
確
認
の
訴
え
の
適
法
と
し
、
ま
た
そ
れ

を
固
有
の
必
要
的
共
同
訴
訟
と
す
る
右
の
二
つ
の
最
判
の
結
論
に
は
、
異

　
　
（
3
）

論
が
な
い
。
但
し
、
両
者
の
理
由
づ
け
に
つ
い
て
は
、
種
々
の
議
論
が
あ

り
、
訴
え
の
性
質
に
つ
い
て
も
、
周
知
の
如
く
、
そ
の
根
拠
を
め
ぐ
り
、

遺
産
の
共
同
所
有
関
係
に
関
す
る
共
有
説
、
同
じ
く
合
有
説
ま
た
は
訴
訟

政
策
説
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
私
見
は
、
合
有
説
で
あ
り
、
こ
の
立
場
か

ら
遺
産
確
認
の
訴
え
を
固
有
の
必
要
的
共
同
訴
訟
と
す
る
見
解
に
賛
成
す

る
。
但
し
、
こ
れ
ら
の
問
題
の
詳
細
に
は
こ
こ
で
は
立
ち
入
ら
ず
、
従
来

　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

の
最
判
に
関
す
る
判
批
に
こ
れ
を
譲
り
た
い
。

三
　
固
有
必
要
的
共
同
訴
訟
に
お
い
て
、
一
部
の
被
告
に
対
す
る
訴
え
の

取
下
げ
は
、
訴
訟
上
い
か
な
る
効
果
を
生
ず
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　
固
有
必
要
的
共
同
訴
訟
に
お
け
る
訴
訟
当
事
者
の
訴
訟
行
為
に
つ
い
て

は
、
民
訴
第
六
二
条
一
項
な
い
し
三
項
が
こ
れ
を
規
定
し
て
い
る
。
共
同

原
告
の
一
部
が
共
同
被
告
の
全
部
ま
た
は
一
部
に
対
し
て
訴
え
を
取
り
下

げ
る
場
合
に
は
、
一
項
に
よ
り
、
本
件
判
旨
が
引
用
す
る
最
判
と
同
様
に

訴
え
取
下
げ
の
効
果
を
否
定
す
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
部
の
原
告

に
よ
る
訴
え
の
取
下
げ
が
他
の
原
告
の
訴
え
の
不
適
法
却
下
を
も
た
ら
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

の
で
は
、
他
の
原
告
に
と
っ
て
不
利
益
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

四
　
し
か
し
、
本
件
に
お
い
て
は
、
右
の
場
合
と
異
な
り
、
一
名
の
原
告

側
選
定
当
事
者
が
共
同
被
告
の
一
部
の
者
に
対
す
る
訴
え
を
取
り
下
げ
て

い
る
。
判
旨
は
、
当
該
訴
え
の
取
下
げ
の
効
果
を
無
効
と
判
断
し
た
が
、

そ
の
理
由
と
し
て
「
い
わ
ゆ
る
固
有
必
要
的
共
同
訴
訟
に
お
い
て
は
、
共

同
訴
訟
人
全
員
に
つ
い
て
判
決
に
よ
る
紛
争
の
解
決
が
矛
盾
な
く
さ
れ
る

こ
と
が
要
請
さ
れ
る
が
故
に
、
共
同
相
続
人
全
員
が
当
事
者
と
し
て
関
与

す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
訴
訟
の
係
属
中

に
一
部
の
者
に
対
し
て
す
る
訴
え
の
取
下
げ
の
効
力
を
認
め
る
こ
と
は
、

右
訴
訟
の
本
質
と
相
い
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
本
件
は
、

い
わ
ば
一
名
の
原
告
が
被
告
の
一
部
の
者
に
対
し
て
訴
え
を
取
り
下
げ
る

行
為
に
出
た
場
合
で
あ
り
、
共
同
原
告
の
一
人
が
被
告
の
全
部
ま
た
は
一

部
に
対
し
て
訴
え
を
取
り
下
げ
る
行
為
に
出
た
場
合
と
は
事
例
を
異
に
し

て
い
る
。
民
訴
第
六
二
条
一
項
は
、
後
者
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

本
件
に
は
直
接
的
な
適
用
は
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、
本
件
は
、
右
条
項

の
前
提
た
る
必
要
的
共
同
訴
訟
の
観
念
に
よ
っ
て
当
該
訴
え
の
取
下
げ
の

効
果
が
否
定
さ
れ
る
べ
き
場
合
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
裁
判
所
は
、
本
件

に
お
い
て
は
当
事
者
適
格
者
の
欠
落
を
理
由
と
し
て
選
定
当
事
者
の
訴
え

そ
れ
自
体
を
不
適
法
と
し
て
却
下
す
る
か
、
ま
た
は
当
該
の
訴
え
の
取
下

げ
の
効
果
を
否
定
す
る
か
の
い
ず
れ
か
の
処
理
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
原
告
の
意
思
解
釈
と
し
て
、
一
部
の
被
告
に
対
す
る
訴
え
の
取

下
げ
は
、
な
お
全
体
と
し
て
の
訴
え
の
断
念
と
は
認
め
が
た
い
。
し
た
が
っ

て
、
裁
判
所
は
、
原
告
の
訴
訟
の
続
行
意
思
を
認
め
る
限
り
、
固
有
必
要

的
共
同
訴
訟
の
観
念
自
体
に
よ
っ
て
、
一
部
の
被
告
に
対
す
る
訴
え
の
取

下
げ
の
効
果
を
否
定
す
べ
き
こ
と
に
な
る
。
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判例研究

　
本
件
判
旨
は
以
上
の
趣
旨
の
も
の
と
理
解
さ
れ
る
が
、
正
当
で
あ
る
。

五
　
固
有
必
要
的
共
同
訴
訟
は
、
判
決
の
合
一
確
定
及
び
訴
訟
共
同
の
必

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

要
性
が
認
め
ら
れ
る
場
合
の
訴
訟
類
型
で
あ
る
。
し
か
し
、
入
会
権
を
め

ぐ
る
訴
訟
の
よ
う
に
、
固
有
必
要
的
共
同
訴
訟
と
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て

も
、
当
事
者
適
格
者
を
見
つ
け
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
は
、
例
外
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

て
、
そ
の
限
度
で
訴
訟
共
同
の
分
断
を
工
夫
す
る
必
要
性
も
あ
ろ
う
。
し

か
し
、
本
件
に
お
け
る
よ
う
な
遺
産
確
認
の
訴
え
の
場
合
に
は
、
共
同
相

続
人
を
発
見
す
る
こ
と
に
そ
れ
ほ
ど
の
困
難
は
な
く
、
ま
た
共
同
提
訴
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

拒
む
者
が
い
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
被
告
と
す
る
こ
と
か
可
能
で
あ
る
か

ら
、
原
則
に
従
う
べ
き
で
あ
る
。

六
　
し
か
し
、
遺
産
確
認
の
訴
え
に
お
い
て
も
、
原
告
が
、
当
該
訴
訟
の

結
果
に
無
関
心
な
者
ま
た
は
心
情
的
に
相
手
と
し
て
争
い
た
く
な
い
者
を

被
告
か
ら
除
外
し
た
い
と
求
め
る
場
合
は
考
え
ら
れ
る
（
本
件
は
そ
の
よ

う
な
場
合
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
）
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
つ
い
て
、
な
お

原
告
の
意
思
を
尊
重
し
て
、
必
要
的
共
同
訴
訟
の
分
断
を
認
め
る
見
解
が

主
張
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
原
告
が
被
告
と
し
た
く
な
い
当
事
者
適

格
者
に
対
し
て
訴
訟
告
知
を
す
る
こ
と
で
足
り
る
と
す
る
見
解
か
そ
れ
で

（
9
）

あ
る
。
そ
れ
は
、
特
定
の
当
事
者
適
格
者
を
被
告
か
ら
除
外
し
つ
つ
、
そ

の
者
に
対
し
て
も
当
事
者
間
の
判
決
効
を
及
ぼ
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

現
実
に
は
、
下
さ
れ
る
べ
き
判
決
の
結
果
を
承
認
し
、
訴
訟
の
外
に
身
を

お
き
た
い
と
考
え
る
者
に
つ
い
て
、
訴
訟
上
の
手
続
保
障
を
云
々
す
る
実

効
性
は
乏
し
い
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
被
告
知
者
が
万
一
翻
意
し
て
訴

訟
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
は
当
初
か
ら
の
被
告
と
同

一
の
手
続
保
障
を
享
受
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
問
題

が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
と
異
な
り
、
合
有
者
を
相
手
と
す
る
訴
訟
に

お
い
て
「
争
っ
て
い
な
い
者
か
ら
、
原
告
の
主
張
を
争
わ
な
い
旨
の
書
面

を
だ
さ
せ
て
、
裁
判
所
に
提
出
さ
せ
る
」
こ
と
で
、
同
様
の
結
論
を
導
こ

　
　
　
　
（
1
0
）

う
と
す
る
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
書
面
か
必
要
的
共
同
訴
訟
の

審
理
方
式
と
調
和
す
る
か
ど
う
か
、
ま
た
こ
の
者
に
判
決
効
を
及
ぼ
す
こ

と
が
で
き
る
の
か
ど
う
か
、
ま
た
そ
の
根
拠
が
問
題
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、

当
該
の
人
物
が
原
・
被
告
間
の
訴
訟
の
結
果
を
そ
の
ま
ま
承
認
す
る
旨
の

訴
訟
上
の
意
思
表
示
な
い
し
合
意
書
面
を
観
念
す
る
方
が
理
論
上
の
可
能

性
を
持
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
方
法
に
も
、
請
求
の
認
諾
・

放
棄
の
方
式
と
の
バ
ラ
ン
ス
か
ら
考
え
て
問
題
は
残
る
。

（
1
）
　
最
高
裁
昭
和
六
一
年
三
月
二
二
日
第
一
小
法
廷
判
決
民
集
四
〇
巻
二
号
三

　
八
九
頁

（
2
）
な
お
共
有
者
内
部
て
共
有
関
係
全
体
を
確
認
す
る
場
合
は
固
有
必
要
的
共
同

　
訴
訟
て
あ
る
と
す
る
の
か
、
従
来
の
判
例
（
大
審
院
大
正
二
二
年
五
月
一
九
日

　
判
決
民
集
三
巻
二
三
頁
）
の
立
場
て
あ
り
、
平
成
元
年
の
最
判
は
遺
産
確
認

　
の
訴
え
を
共
有
関
係
訴
訟
の
一
種
と
み
て
い
る
。
し
か
し
、
右
の
最
判
の
判
旨

　
は
遺
産
分
割
手
続
に
先
行
す
る
遺
産
確
認
の
訴
え
の
特
殊
訴
訟
的
な
理
由
を
固

　
有
の
必
要
的
共
同
訴
訟
の
根
拠
と
し
て
あ
げ
て
お
り
、
そ
の
点
て
従
来
の
判
例

　
理
論
と
調
和
し
な
い
も
の
が
あ
る
。

（
3
）
　
固
有
必
要
的
共
同
訴
訟
皿
般
の
問
題
に
つ
い
て
の
文
献
は
割
愛
す
る
。
遺

　
産
確
認
の
訴
え
の
適
法
性
ま
た
は
そ
の
性
質
に
関
す
る
文
献
と
し
て
、
田
中
恒

　
郎
「
遺
産
分
割
の
前
提
問
題
と
民
事
訴
訟
（
上
）
」
ン
ユ
リ
ス
ト
六
〇
八
号
九

　
二
頁
以
下
、
山
本
克
己
「
遺
産
確
認
の
訴
え
に
関
す
る
若
干
の
問
題
」
判
例
タ
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イ
ム
ズ
六
五
二
号
二
〇
頁
以
下
、
徳
田
和
幸
・
注
釈
民
事
訴
訟
法
（
上
田
徹
一

郎
・
井
上
治
典
編
）
（
2
）
八
O
頁
・
八
四
頁
及
び
小
林
秀
之
・
プ
ロ
ブ
レ
ム

　
メ
ソ
ッ
ト
民
事
訴
訟
法
四
二
一
頁
等
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
4
）
　
合
有
説
の
立
場
か
ら
詳
細
に
論
じ
る
も
の
と
し
て
、
宗
田
親
彦
・
法
学
研

　
究
六
十
三
巻
四
号
一
一
〇
頁
以
下
が
あ
る
。
な
お
、
最
判
に
関
す
る
判
批
と
し

　
て
は
次
の
も
の
が
あ
る
。

　
　
昭
和
六
一
年
判
決
に
つ
い
て
、
小
山
昇
・
民
商
法
雑
誌
九
五
巻
六
号
八
九
六

　
頁
以
下
、
井
上
治
典
・
昭
和
六
一
年
度
重
要
判
例
解
説
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
八
七

　
号
）
一
二
五
頁
以
下
、
林
屋
礼
二
・
家
庭
裁
判
所
月
報
三
九
巻
八
号
一
頁
以
下
、

　
佐
上
善
和
・
判
例
評
論
三
三
九
号
五
一
頁
以
下
（
判
例
時
報
一
二
二
四
号
一
九

　
七
頁
以
ト
）
、
田
中
ひ
と
み
・
法
学
研
究
六
十
巻
七
号
↓
『
四
頁
以
下
、
中
西

　
正
・
民
事
訴
訟
法
判
例
百
選
一
三
〇
頁
、
小
林
秀
之
・
法
学
セ
ミ
ナ
ー
三
八
六

　
号
二
六
頁
以
下
。

　
　
平
成
元
年
判
決
に
つ
い
て
、
高
田
昌
宏
・
平
成
元
年
度
重
要
判
例
解
説
（
ジ
ュ

　
リ
ス
ト
九
五
七
号
）
二
一
四
頁
、
田
中
壮
太
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
三
九
号
｝
六
四

　
頁
以
下
、
升
田
純
・
平
成
元
年
度
主
要
民
事
判
例
解
説
（
判
例
タ
イ
ム
ズ
七
三

　
五
号
）
二
七
八
頁
、
宗
田
親
彦
・
前
出
、
杉
浦
智
紹
・
民
事
訴
訟
法
判
例
百
選

　
（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
ニ
五
号
）
三
五
二
頁
以
下
。

（
5
）
徳
田
和
幸
・
前
掲
七
七
頁
。
な
お
三
ヶ
月
章
・
民
事
訴
訟
法
（
法
律
学
全

　
集
）
二
一
七
頁
は
、
「
通
説
は
訴
訟
追
行
権
は
こ
の
場
合
合
有
さ
れ
て
い
る
か

　
ら
訴
の
取
下
は
単
独
で
は
て
き
ぬ
と
説
く
が
適
切
て
は
な
い
。
類
似
必
要
的
共

　
同
訴
訟
の
場
合
と
同
様
一
人
に
よ
る
訴
の
取
下
も
可
能
て
あ
る
が
、
そ
の
結
果
、

　
他
の
者
の
訴
訟
に
つ
い
て
も
当
事
者
の
適
格
か
欠
け
る
か
ら
不
適
法
却
下
さ
れ

　
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
」
と
す
る
。

（
6
）
　
高
田
裕
成
「
い
わ
ゆ
る
『
訴
訟
共
同
の
必
要
』
に
つ
い
て
の
覚
え
書
i

　
固
有
必
要
的
共
同
訴
訟
へ
の
｝
視
角
I
I
」
三
ヶ
月
章
先
生
古
希
祝
賀
民
事
手

続
法
学
の
革
新
（
中
）
　
七
五
頁
以
下
は
、
訴
訟
共
同
の
必
要
と
判
決
の
合
一

確
定
の
要
請
を
区
別
し
て
論
ず
べ
き
旨
を
説
く
。
両
者
が
観
念
的
に
は
別
個
で

　
あ
る
と
し
て
も
、
両
者
を
結
合
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
が
訴
訟

　
経
済
の
み
で
な
く
当
事
者
の
手
続
保
障
を
全
う
す
る
方
法
な
の
で
は
あ
る
ま
い

　
か
。

（
7
）
　
入
会
権
確
認
の
訴
え
を
固
有
必
要
的
共
同
訴
訟
と
し
た
最
判
（
昭
和
四
一

　
年
二
月
二
五
日
民
集
二
〇
巻
九
号
一
九
一
二
頁
）
に
つ
き
、
小
島
武
司
・
続

　
民
事
訴
訟
法
判
例
百
選
四
〇
頁
以
下
、
同
「
共
同
訴
訟
と
訴
訟
共
同
の
要
否
」

　
小
山
昇
ほ
か
編
演
習
民
事
訴
訟
法
六
六
八
頁
、
高
橋
宏
志
「
必
要
的
共
同
訴
訟

　
に
つ
い
て
」
民
事
訴
訟
雑
誌
二
三
号
三
六
頁
以
下
、
五
十
部
豊
久
「
必
要
的
共

　
同
訴
訟
と
二
つ
の
紛
争
類
型
」
民
事
訴
訟
雑
誌
【
二
号
↓
六
五
頁
以
下
、
福
永

　
有
利
「
共
同
所
有
関
係
と
固
有
必
要
的
共
同
訴
訟
」
民
事
訴
訟
雑
誌
二
一
号
二

　
一
頁
以
下
、
中
村
英
郎
「
必
要
的
共
同
訴
訟
」
民
事
訴
訟
理
論
の
法
系
的
考
察

　
一
六
五
頁
以
下
。

（
8
）
　
山
本
和
彦
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
四
六
号
五
一
頁
以
下
、
松
下
淳
一
・
法
学
教

　
室
一
〇
八
号
九
一
頁
、
杉
浦
智
紹
・
前
掲
三
五
三
頁
及
び
徳
田
和
幸
・
前
掲
八

　
O
頁

（
9
）
　
山
本
克
己
・
前
注
二
・
原
注
三
三
。

（
1
0
）
　
林
屋
礼
二
・
民
事
訴
訟
法
概
要
・
二
二
六
頁

平
成
七
年
一
月
三
〇
日
稿

　
　
　
　
栗
田
陸
雄
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